
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千 ／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

（２）

令和2年3月末の組織体系は下記のとおりです。

・別府水源地ＲＣ配水池の更新に際し、配水池容量の見直しを行っています(平成28(2016)年度)。
・中長期的な更新需要や財政収支の見通しについて、アセットマネジメントの手法を用いたシミュレーションを行っています
(平成28(2016)年度)。
・有収率向上のため、計画的な漏水調査を実施しています。

これまでの主な経営健全化の取組

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

 水道料金は、次のように定めています。
 水道料金＝基本料金＋超過料金＋メーター使用料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　※税込み

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない。）

平 成 15 年 5 月 1 日

施 設 能 力 24,560  ／日 施 設 利 用 率 67.7

瑞穂市　　　　　　　　　　事業経営戦略

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    （複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 0

管 路 延 長 327.4 千ｍ
配水池設置数 5

別添１－1

団 体 名 ： 岐阜県　瑞穂市

事 業 名 ： 瑞穂市水道事業

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）
現 在 給 水 人 口 47,810

有 収 水 量 密 度 1.71

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 平 成 15 年 5 月 1 日 計 画 給 水 人 口 54,800

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水 道

簡易水道

～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計

0 1 1 0 0 2 1 1 2 8

職員の年齢構成(歳)

整備・管理

(1名)

課長 総括課長補佐 課長補佐

(1名) (2名) (2名)

事務

(2名)



（３）経営比較分析表を活用した現状分析

類似団体区分 グラフ凡例
A5 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 1か月20 当たり家庭料金(円) 類似団体平均値（平均値）

1,925 令和元年度全国平均

業務名 業種名

水道事業

人口（人）

現在給水人口(人)

55,055

管理者の情報

非設置

全体総括

瑞穂市の水道事業は、経営の健全性及び効率性では
良好な状態にありますが、今後見込まれる人口の減
少、節水意識の向上などにより給水収益が減少するこ
とが想定される中で、老朽施設の更新需要に対応して
いくには、水道料金や施設規模の見直しなどの取り組
みを更に進める必要があります。経営戦略や水道施設
更新計画を活用し、長期的な視点に基づく経営の健全
化に努めます。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

「①経常収支比率」は、100％以上であり収支は黒字に
なっています。
「②累積欠損金比率」は0％であり損失のない健全経営
が維持されています。
「③流動比率」は、全国平均を比較的大きく上回って
おり良好な状態ですが、建設改良費等に充てる企業債
や未払金などの流動負債が増加すると流動比率は低下
します。
「④企業債残高対給水収益比率」は、類似団体に比べ
低い水準にありますが、水道施設の更新などによる企
業債の増加が見込まれ、給水収益と企業債残高のバラ
ンスに留意する必要があります。
「⑥給水原価」は、井戸水による自己水であるため低
く抑えられており、「⑤料金回収率」は、全国平均を
上回っています。引き続き安定した給水事業を維持し
ていくための更なる財源確保が求められます。
「⑦施設利用率」は、類似団体に比べ高い水準にあり
ます。給水人口の増加に伴う１日平均配水量が増える
傾向にあり、施設の稼動率は良好な状態と言えます。
「⑧有収率」は、類似団体に比べ低くなっています。
漏水調査、老朽管の更新、修理などを継続的に実施し
有収率の向上に努めます。

「経常損益」 「累積欠損」

28.52 1,676.37

「支払能力」 「債務残高」

- 90.82 87.28 47,810

2. 老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」は、全国、類似団体平
均値とほぼ同水準となっています。
「②管路経年化率」は、類似団体と比べて低い状態に
あるものの、これは耐用年数（40年）に達している管
路がまだ少ないためで、今後耐用年数に達し更新時期
を迎える管路が増加するため、計画的かつ効率的な更
新に取り組む必要があります。
「③管路更新率」は、0.86と例年より高い水準で類似
団体の平均値を上回っています。「②管路経年化率」
が増加しており、管路の老朽化が今後も進んで行くこ
とから、計画的かつ効率的な更新を実施する必要があ
ります。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

■

－

28.19法適用

直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付する。

経営比較分析表（令和元年度決算）
岐阜県 瑞穂市

面積(km2) 人口密度(人/km2)

給水人口密度(人/km2)

1,953.00

自己資本構成比率(％)

事業名

末端給水事業

普及率(％) 給水区域面積(km2)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.94 0.62 0.68 0.51 0.86

平均値 0.56 0.61 0.51 0.58 0.54

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

③管路更新率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 120.09 124.55 114.69 111.92 117.09

平均値 109.64 110.95 110.68 110.66 109.01

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

①経常収支比率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 46.45 45.08 45.95 45.79 45.34

平均値 45.75 46.90 47.28 47.66 48.17

43.50

44.00

44.50

45.00

45.50

46.00

46.50

47.00

47.50

48.00

48.50

①有形固定資産減価償却率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 2.63 4.32 4.49 7.18 7.95

平均値 10.54 12.03 12.19 15.10 17.12

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

②管路経年化率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.62 3.91 3.56 2.74 3.70

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

②累積欠損金比率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 936.79 407.32 815.33 802.25 549.37

平均値 371.31 377.63 357.34 366.03 365.18

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

③流動比率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 151.06 137.20 123.82 110.58 100.79

平均値 373.09 364.71 373.69 370.12 371.65

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

④企業債残高対給水収益比率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 120.04 124.55 114.12 111.18 117.07

平均値 99.99 100.65 99.87 100.42 98.77

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

⑤料金回収率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 81.41 78.49 85.85 88.19 83.97

平均値 171.15 170.19 171.81 171.67 173.67

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

⑥給水原価(円)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 65.89 67.89 69.08 69.45 67.74

平均値 58.53 59.01 60.03 59.74 59.67

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

⑦施設利用率(％)

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 78.66 77.74 77.21 77.61 80.11

平均値 85.26 85.37 84.81 84.80 84.60

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

⑧有収率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】

【49.59】 【19.44】 【0.68】
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２．将来の事業環境

（１） 給水人口の予測

給水人口の予測は、給水区域内人口を予測し、推計給水普及率を乗じることにより算出しています。給水区域内人口は、①瑞
穂市の行政区域内人口(社人研2018年推計値)、②大垣市墨俣町さい川･さい川堤外地人口(ｺｰﾎｰﾄ変化率法推計値)、③神戸町大
字柳瀬の一部、同大字斉田の一部の人口(時系列傾向分析値)を加えて算出しています。
給水普及率は、年0.1％の増加を見込み令和12(2030)年度の予測値を88.0％とします。

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

2010 2015 2020 2025 2030

(人)

(年度)

瑞穂市水道事業 給水人口の推移 実績 予測

H22                         H27                                 R2                                 R7                                 R12

社人研の平成30年推計値を採用 ｺー ﾎｰﾄ要因法(社人研ﾊﾟﾗﾒｰﾀ)により推計 実績をもとに時系列傾向分析により予測

①＋②＋③    

令和12(2030)年度 56,633(人)

⑤給水普及率の予測

近年の実績から年0.1%の上昇を見込んで推計

令和12(2030)年度 88.0(％)

給水人口＝④×⑤

令和12(2030)年度 49,837(人)

①瑞穂市行政区域内人口の予測 ②大垣市さい川地区人口の予測 ③神戸町(旧簡水地区)の給水人口予測

⑥給水人口の予測

④給水区域内人口の予測



（２） 水需要の予測

有収水量については、生活用水量と業務営業用水量を分けて予測し、合算して求めています。生活用水量は、給水人口の予測
値に生活用水原単位（実績より265（L/人・日）とした。）を乗じて算出しています。また、業務営業用水量は、実績より時
系列傾向分析を行っています。給水量については、有収水量予測値を有収率予測値で除して算出しています。有収率予測値
は、令和元（2019）年度の実績値に年0.5％の増加を見込んでいます。

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

2010 2015 2020 2025 2030

(千m3)

(年度)

瑞穂市水道事業 有収水量及び給水量の推移
実績 予測

H22              H27             R2                                 R7              R12

給水量

有収水量

給水人口×生活用水原単位 実績をもとに時系列傾向分析により予測

生活用水量予測値＋業務営業用水量予測値

令和12(2030)年度 5,072(千 )

令和元(2019)年度の実績値の有収率に対し、更新管路を進めること

により10年後に5%の有収率の向上を見込み設定(1年で0.5%)

令和12(2030)年度 80.1＋5.5＝85.6(％)

有収水量予測値÷有収率予測値

令和12(2030)年度 5,072(千 )÷0.856＝5,925(千 )

業務営業用水量の予測

給水量(年間)の予測

有収水量(年間)の予測

有収率の予測

生活用水量の予測



（３）

（４）

（５）

料金収入の見通し

※構造物については、耐用年数が長い為、対象外としています。

施設の見通し

組織の見通し

料金収入の見通しは、令和2(2020)年度の見込額を基準として、それ以降の有収水量の推計結果を加味して算出しています。
令和12(2030)年度の料金収入予測値は、506,192(千円)となります。

更新を行わなかった場合の設備(電気・機械・計装)及び管路の老朽化度合は下図のようになります。法定耐用年数を経過した
施設(経年化施設及び老朽化施設)の割合は、設備(電気・機械・計装)で90.4%(令和12(2030)年度)となり、管路では34.1%(令
和12(2030)年度)となります。

今後想定される更新事業の増加に対応するため、人員体制（水道に関する土木技術者、機械電気及び水質の技術者、更には公
営企業会計に精通した専門事務職員）の拡充が必要となります。
また、現在30代以下の職員が少ない状況を踏まえ、安定した人員確保と若い人材への技術の継承が求められます。

400,000

420,000

440,000

460,000

480,000

500,000
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540,000

2010 2015 2020 2025 2030

(千円)

(年度)

瑞穂市水道事業 料金収入の推移
実績 予測

H22                        H27                          R2                         R7                          R12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

(％)

(年度)

健全資産 経年化資産 老朽化資産

設備（電気・機械・計装）の健全度※
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

本市では、これまで優良な経営状況にありましたが、多くの施設が耐用年数を迎えようとしています。今後は財政状況だけで
なく、施設健全化とのバランスを考えながら経営を進めていきます。経営は、本市水道事業ビジョンに示す下記の基本方針に
基づいて進めていきます。
　
①安全…安全で安心な水の供給
②持続…持続可能な事業経営
③強靭…災害に強い水道の構築

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

・水源地内設備について計画的な更新を行います。
・重要給水施設管路の耐震化を進めます。
・基幹･幹線管路の更新、その他更新基準を迎える管路の更新を進めます。
・配水管の拡張を行います。
・集中する更新需要に対する投資額の平準化を行います。

費用については、本市水道事業ビジョンの実施施策にある井戸調査、漏水調査のほか、今後の更新需要に対応するには職員の
拡充による体制強化が必要と考えられ、計画の試算では１名の増員を見込みました。

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標
本計画期間については、財源は現状を維持（料金改定や企業債の発行は行わない。）し、事業費の
増嵩に際しては、資金の取崩しにより対応します。資金残高の減少が見込まれるため、残高の推移
を注視しつつ、財源確保策の検討を行います。

財源の積算の考え方は、以下のとおりです。
（料金収益）年間有収水量×供給単価で算出します。年間有収水量は水需要予測値を採用し、供給単価は最新実績値（R1年
度）で一定と仮定します（現行の料金体系を継続）。

（企業債）計画期間内での企業債による借入は見込んでいません。

（他会計出資金、他会計負担金、工事負担金）近年３箇年の平均値で一定として見込みます。

（国庫補助金）補助対象とならないため、見込んでいません。

更新計画を進めるため、これまでより多くの支出が見込まれていますが、現段階では優良な経営状態にあるため、新たな財源
確保策(料金改定、企業債、他会計繰入金等)の導入には、住民や関係部局の理解を得ていく必要があります。したがって、本
計画期間中については、財源は現状を維持（料金改定や企業債の発行は行わない。）し、事業費の増嵩に際しては、資金の取
崩しにより対応します。資金残高は年々減少することが見込まれるため、残高の推移を注視しつつ、財源確保策についての検
討を行います。

計画期間内に実施する主な投資の内容は以下のとおりです。
水源地内設備の更新
（別府水源地）監視制御設備、計器、ポンプ、受変電･電源設備
（宮田水源地）監視制御設備、計器、ポンプ
（古橋水源地）監視制御設備、計器、塩素注入設備
（馬場水源地･本田水源地・牛牧水源地・呂久水源地）受電･操作盤、計器、ポンプ、塩素注入設備、監視制御設備

重要給水施設管路の耐震化
水源地から重要給水施設（9施設）までの管路（比較的新しい管を除く。）について、優先的に耐震化を進めます。

基幹･幹線管路、老朽管路の更新
基幹･幹線管路について順次更新を行います。また、更新基準を迎える管路（老朽管）については、これまでの漏水実績や地
域バランスを考慮しながら管路の更新を進めます。

配水管の拡張
増加傾向にある給水人口に対応していくため、必要となる拡張工事を行います。

更新需要に対する投資額の平準化
更新需要が集中すると、施工及び財政の両面で負担が大きくなることから、安定した経営のため、投資の平準化を行います。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

そ の 他 の 取 組 特になし。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消
に向けた取組の方向性、検討体制、スケジュール等について記載する必要があること。

広 域 化
市町村等の様々な広域連携について検討する場として、「岐阜県水道事業広域連携研究会」が
県主導により設置され、広域連携に関する検討が開始されていることから、近隣水道事業者と意
見交換を行いながら検討を進めていきます。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP ／ PFI の 導 入 等 ）

今後大規模な施設整備の際、PPP/PFI方式の導入等により、改築・拡張工事費や維持管理費を
含めたライフサイクルコストの削減効果が期待できるなど、その導入効果や他事業体の動向に注
視しつつ検討していきます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

本市の給水人口は、本計画期間においては増加傾向にあるものと見込まれるため、当面は現有
施設の統廃合は不要と考えられます。将来的には、水需要の減少が予測されるため、供給能力
に見合う施設規模への適正化を図ります。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

設備の更新時においては、将来の長期的な水需要予測に応じた適正なスペック（性能）を判断
し、能力の適正化を図ります。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

劣化が進む前に計画的に修繕等を実施する予防保全による維持管理に取り組むことで、トータ
ルコストの縮減と投資の平準化を図ります。

そ の 他 の 取 組
有収率の改善に向け、配水管の更新といったハード面の整備だけでなく、漏水減免によ
る有収率への影響（有収率低下）も大きいため、宅内漏水への注意喚起等ソフト面の対
策も進めていきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

水道事業を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応するため、５年毎に中間検証を実施
し、検証を踏まえた計画の改善を行います。

修 繕 費
施設のライフサイクルコストの縮減を図るためには予防保全型の維持管理が重要となる
ため、一定額の修繕費が必要となります。

動 力 費
設備の更新に際し、省エネ型、高効率機器を導入するなど、エネルギー使用量の削減、
経費の縮減に取り組みます。

職 員 給 与 費
適正な人件費計上に努め、業務量と人員体制のバランスを考慮した業務の効率化につな
がる業務委託についても検討を進めます。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

利用されていない不要となった用地等は売却等を行い、収入増加に努めます。

そ の 他 の 取 組 特になし。

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料
業務量と人員体制のバランスを考慮しつつ、業務の効率化につながる業務委託の検討を
進めます。

料 金
料金収入は、水道事業における主要な財源であり、安定した経営を進めていくうえで必要な水準
の料金を確保する必要があります。経営状況の悪化が顕著化する前段階において、適正な料金
水準についての検討を行います。

企 業 債
将来世代との負担配分に留意し、料金や繰入金等他の財源との組合せを勘案し、企業債活用
の検討を行います。

繰 入 金
投資に見合う財源確保が必要となるため、料金や企業債等他の財源との組合せを勘案し、適正
な繰入金計上について検討を進めます。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度(H30) 前年度(R1) 本年度(R2)

区　　　　　　分
（ 決 算 ）

合併前上水
（ 決 算 ）

 決  算
見 込

１． (A) 473,858    483,874    495,473    495,994    498,158    500,322    502,386    504,570    505,700    506,840    507,880    509,020    510,150    
(1) 468,794    479,540    489,992    492,036    494,200    496,364    498,428    500,612    501,742    502,882    503,922    505,062    506,192    
(2) (B) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(3) 5,064       4,334       5,481       3,958       3,958       3,958       3,958       3,958       3,958       3,958       3,958       3,958       3,958       

２． 35,745      41,573      40,224      38,069      38,944      39,946      40,674      41,515      42,574      43,172      43,935      45,060      45,942      
(1) -             339          4,934       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             339          4,934       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(2) 33,703      39,162      34,606      35,765      36,640      37,642      38,370      39,211      40,270      40,868      41,631      42,756      43,638      
(3) 2,042       2,072       684          2,304       2,304       2,304       2,304       2,304       2,304       2,304       2,304       2,304       2,304       

(C) 509,603    525,447    535,697    534,063    537,102    540,268    543,060    546,085    548,274    550,012    551,815    554,080    556,092    
１． 441,567    435,795    482,630    466,874    476,786    484,799    491,441    501,314    509,356    514,134    525,214    535,463    544,669    
(1) 67,192      65,978      67,510      74,225      74,225      74,225      74,225      74,225      74,225      74,225      74,225      74,225      74,225      

31,516      31,729      30,473      35,695      35,695      35,695      35,695      35,695      35,695      35,695      35,695      35,695      35,695      
-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

35,676      34,249      37,037      38,530      38,530      38,530      38,530      38,530      38,530      38,530      38,530      38,530      38,530      
(2) 168,212    153,607    187,065    162,687    165,087    164,087    164,087    167,687    162,687    164,087    164,087    164,087    162,687    

33,083      27,500      28,417      31,429      31,429      31,429      31,429      31,429      31,429      31,429      31,429      31,429      31,429      
52,137      52,819      63,778      56,466      56,466      56,466      56,466      56,466      56,466      56,466      56,466      56,466      56,466      
14,407      12,376      17,281      13,228      13,228      13,228      13,228      13,228      13,228      13,228      13,228      13,228      13,228      
68,585      60,912      77,589      61,564      63,964      62,964      62,964      66,564      61,564      62,964      62,964      62,964      61,564      

(3) 192,642    207,806    218,284    220,342    227,854    236,867    243,509    249,782    262,824    266,202    277,282    287,531    298,137    
(4) 13,521      8,404       9,771       9,620       9,620       9,620       9,620       9,620       9,620       9,620       9,620       9,620       9,620       

２． 13,772      12,973      17,087      9,777       8,064       6,356       4,842       3,557       2,487       1,555       846          357          130          
(1) 13,731      12,924      11,311      9,647       7,934       6,226       4,712       3,427       2,357       1,425       716          227          -             
(2) 41           49           5,776       130          130          130          130          130          130          130          130          130          130          

(D) 455,339    448,768    499,717    476,651    484,850    491,155    496,283    504,871    511,843    515,689    526,060    535,820    544,799    
(E) 54,264      76,679      35,980      57,412      52,252      49,113      46,777      41,214      36,431      34,323      25,755      18,260      11,293      
(F) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(G) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(H) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

54,264      76,679      35,980      57,412      52,252      49,113      46,777      41,214      36,431      34,323      25,755      18,260      11,293      
(I) 178,151    257,007    215,789    184,496    186,350    178,287    164,340    146,872    131,816    114,950    93,406      65,153      37,163      
(J) 1,280,102  1,308,774  1,161,604  1,084,918  1,007,997  939,547    880,666    826,496    782,300    748,973    727,835    720,225    730,454    

90,181      94,098      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      89,576      
(K) 159,563    238,232    193,359    195,072    191,472    185,481    180,640    177,865    167,669    157,228    145,329    130,248    130,248    

56,955      61,449      63,111      64,824      61,224      55,233      50,392      47,617      37,421      26,980      15,081      -             -             
-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

85,999      160,172    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    113,637    
( I )

(A)-(B)

(L) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(M) 473,858    483,874    495,473    495,994    498,158    500,322    502,386    504,570    505,700    506,840    507,880    509,020    510,150    

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(N) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(O) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(P) 473,858    483,874    495,473    495,994    498,158    500,322    502,386    504,570    505,700    506,840    507,880    509,020    510,150    

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和3年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和12年度令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和11年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

修 繕 費

支 払 利 息

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

経 常 収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
資 産 減 耗 費

流 動 負 債

経 常 支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

(A)-(B)

-             -             -             -             

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　　度 前々年度(H30)

区　　　　　　分

１． (A)
(1)
(2) (B)
(3)

２．
(1)

(2)
(3)

(C)
１．
(1)

(2)

(3)
(4)

２．
(1)
(2)

(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

(I)
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

修 繕 費

支 払 利 息

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

経 常 収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
資 産 減 耗 費

流 動 負 債

経 常 支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

(A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

 R2年度決算見込値を基準とし、それ以降の有収水量の推計結果を加味して算出した
 実績と同様に計画期間も見込まない
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する(*R2は決算値でないため省いた) *以下省略

 現段階で予測される金額がないため見込まない
 現段階で予測される金額がないため見込まない
 既設（R1年度ベース）＋新規分（R2年度繰入分：当初予算、R3～12年度：想定した負担金・加入金、を収益化）
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 現在の職員数8名より1名の増員を見込み(R1の実績×9/8)と仮定する
 実績と同様に計画期間も見込まない
 現在の職員数8名より1名の増員を見込み(R1の実績×9/8)と仮定する

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 既設（R1年度ベース）＋新規分（R2年度投資分：決算見込、R3～12年度投資分：投資計画、より算出）
 直近の実績平均(H29～R1)より投資額の2.6%と仮定する　

 (旧債)予定額+(新債)なし
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 現段階で予測される金額がないため見込まない
 現段階で予測される金額がないため見込まない

 前年度に補填財源として使用した額と同額の積立金を取り崩している。また当期純利益は翌年度に積立てている。よって期末残高は、当期純利益＋前期積立金取崩額となる。
 当期流動資産=前期流動資産+当期純利益+当期減価償却費+資産減耗費-当期長前戻入-(資本的収入が資本的支出に不足する額)+資本的収支調整額
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する
 当期流動負債=前期流動負債-前期建設改良費分-前期未払金+当期建設改良費分+当期未払金
 来期の企業債償還額
 実績と同様に計画期間も見込まない
 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

備　考

 直近の実績平均(H29～R1)をもと（漏水調査費含む）に水道事業ビジョンに施策として挙げた井戸調査費、呂久配水池耐震診断等を別途計上した



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度(H30) 前年度(R1) 本年度(R2)

区　　　　　分
（決算）

合併前上水
（決算）

 決  算
見 込

１． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

２． 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

３． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

４． 15,647      16,567      21,263      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      

５． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

６． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

７． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

８． 5,431       289          1,496       2,465       2,465       2,465       2,465       2,465       2,465       2,465       2,465       2,465       2,465       

９． 47,790      40,912      40,766      46,473      46,473      46,473      46,473      46,473      46,473      46,473      46,473      46,473      46,473      

(A) 78,868      67,768      73,525      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      

(B) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(C) 78,868      67,768      73,525      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      77,298      

１． 339,527    392,383    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    370,000    

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

２． 55,469      59,835      61,450      63,111      64,824      61,224      55,233      50,392      47,617      37,421      26,980      15,081      -             

３． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

４． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

５． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(D) 394,996    452,218    431,450    433,111    434,824    431,224    425,233    420,392    417,617    407,421    396,980    385,081    370,000    

(E) 316,128    384,450    357,925    355,813    357,526    353,926    347,935    343,094    340,319    330,123    319,682    307,783    292,702    

１． 172,460    177,048    198,993    194,197    200,834    208,845    214,759    220,191    232,174    234,954    245,271    254,395    264,119    

２． 123,632    179,809    127,084    134,098    129,174    117,563    105,658    95,385      80,627      67,651      46,893      25,870      1,065       

３． -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

４． 20,036      27,593      31,848      27,518      27,518      27,518      27,518      27,518      27,518      27,518      27,518      27,518      27,518      

(F) 316,128    384,450    357,925    355,813    357,526    353,926    347,935    343,094    340,319    330,123    319,682    307,783    292,702    

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(G) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(H) 518,406    483,332    421,883    358,772    293,948    232,724    177,491    127,099    79,482      42,061      15,081      -             -             

(I) 1,177,494  1,131,989  1,031,354  954,668    877,746    809,296    750,415    696,244    652,048    618,720    597,582    589,972    600,200    

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度(H30) 前年度(R1) 本年度(R2)

区　　　　　分
（決算）

合併前上水
（決算）

 決  算
見 込

4,938       4,407       4,050       4,473       4,473       4,473       4,473       4,473       4,473       4,473       4,473       4,473       4,473       

3,320       2,694       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       2,816       

1,618       1,713       1,234       1,657       1,657       1,657       1,657       1,657       1,657       1,657       1,657       1,657       1,657       

25,647      26,567      31,263      28,360      28,360      28,360      28,360      28,360      28,360      28,360      28,360      28,360      28,360      

15,647      16,567      21,263      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      18,360      

10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

30,585      30,974      35,313      32,833      32,833      32,833      32,833      32,833      32,833      32,833      32,833      32,833      32,833      

令和5年度 令和6年度

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

合　　　計

計

資

本

的

収

支

(A)-(B)

資

本

的

支

出

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和3年度 令和4年度

令和12年度令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

令和12年度令和8年度 令和9年度 令和11年度令和10年度

令和4年度

そ の 他

令和3年度

令和7年度

工 事 負 担 金

計

そ の 他

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

資 金 残 高

補

 

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　度 前々年度(H30)

区　　　　　分

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１．

２．

３．

４．

５．

(D)

(E)

１．

２．

３．

４．

(F)

(G)

(H)

(I)

○他会計繰入金

年　　　　　度 前々年度(H30)

区　　　　　分

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

合　　　計

計

資

本

的

収

支

(A)-(B)

資

本

的

支

出

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

そ の 他

工 事 負 担 金

計

そ の 他

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

資 金 残 高

補

 

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

 実績と同様に計画期間も見込まない

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する(*R2は決算値でないため省いた) *以下省略

 実績と同様に計画期間も見込まない

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 実績と同様に計画期間も見込まない

 実績と同様に計画期間も見込まない

 実績と同様に計画期間も見込まない

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 アセットマネジメント検討結果より(3.7億円/年)をベースとする

 償還計画による予定額

 実績と同様に計画期間も見込まない

 実績と同様に計画期間も見込まない

 実績と同様に計画期間も見込まない

 損益勘定留保資金を消費税等資本的収支調整額の次に使用する

 消費税等資本的収支調整額と損益勘定留保資金を使用してもなお不足する額を積立金処分により充当する

 実績と同様に計画期間も見込まない

 「その他」は基本的にはすべて消費税等資本的収支調整額であり、他の財源に対して最優先で使用する

 実績と同様に計画期間も見込まない

 (既存)償還計画残高

 補填財源と同額とした（厳密には補填財源に引当金額を加算する必要があるが、金額的に少額であるため簡略化している）

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

 直近の実績平均(H29～R1)で一定と仮定する

備　考

備　考


